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(54)【発明の名称】 身体情報管理システム

(57)【要約】
【目的】  身体の非常事態の検出等を含む広範な身体情
報を管理し得る身体情報管理システムを提供する。
【構成】  ユーザＵの身体Ｂに装着された身体装着装置
１００は身体Ｂの身体情報を取得し、ユーザのＩＤ情報
とともに送信する。身体データは家屋２００の内部に設
けられた屋内基地局３００、あるいは屋外設置された屋
外基地局４００、４５０等に送信され、これら基地局３
００、４００、４５０から通信サービス会社１０００を
経て身体情報管理部２０００に送られる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  身体に接触し、身体の情報を検出するセ
ンサと、
前記センサで検出された情報を送信する送信部と、
前記送信部から送信された情報を受信する身体情報管理
部と、
を備えた身体情報管理システム。
【請求項２】  送信部はセンサとともに身体に装着され
ていることを特徴とする請求項１に記載の身体情報管理
システム。
【請求項３】  前記送信部から送信され前記情報を受信
する屋外基地局をさらに備え、屋外基地局は前記情報を
受信することによって送信部の位置に関する情報を取得
し、
前記身体情報管理部は屋外基地局を経由して前記身体情
報を受信する、
ことを特徴とする請求項１または２に記載の身体情報管
理システム。
【請求項４】  前記送信部から送信され前記情報を受信
する屋内基地局をさらに備え、屋内基地局は前記情報を
受信することによって送信部が屋内に存在するか否かに
関する情報を取得し、
前記身体情報管理部は屋内基地局を経由して前記身体情
報を受信する、
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載
の身体情報管理システム。
【請求項５】  身体情報には脈拍が含まれることを特徴
とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の身体情報
管理システム。
【請求項６】  身体情報には血圧が含まれることを特徴
とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の身体情報
管理システム。
【請求項７】  身体情報には体温が含まれることを特徴
とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の身体情報
管理システム。
【請求項８】  身体情報にはセンサが身体に装着されて
いるか否かを示す装着情報を含まれることを特徴とする
請求項１乃至７のいずれか１項に記載の身体情報管理シ
ステム。
【請求項９】  身体情報管理者は、装着情報に基づいて
センサが身体に装着されているか否か判断し、センサが
装着されているときに、他の身体情報の異常を検出する
ことを特徴とする請求項８に記載の身体情報管理システ
ム。
【請求項１０】  センサは、センサが身体に装着されて
いるときに、他の身体情報の異常を検出し、異常があっ
たときに非常信号を発信することを特徴とする請求項８
に記載の身体情報管理システム。
【請求項１１】  送信部は、センサが身体に装着されて
いるときに、他の身体情報の異常を検出し、異常があっ

2
たときに非常信号を発信することを特徴とする請求項８
に記載の身体情報管理システム。
【請求項１２】  センサは身体に装着されていることを
特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の身
体情報管理システム。
【請求項１３】  センサは身体が接触する可能性の高い
場所に配置されていることを特徴とする請求項１乃至１
２のいずれか１項に記載の身体情報管理システム。
【請求項１４】  屋内基地局は送信部の屋内の位置に関
する情報を取得することを特徴とする請求項４乃至１３
のいずれか１項に記載の身体情報管理システム。
【発明の詳細な説明】
【産業上の利用分野】本発明は、人間、ペットその他の
身体情報を送信する身体情報管理システムに関する。
【従来の技術】高齢化社会の進行とともに健康管理に対
する関心が高まっており、血圧計等の健康管理のための
機器が普及している。一方種々の情報を通信回線を介し
て送受信する種々のシステムが存在し、健康管理に関し
ても、室内で測定された身体情報をパーソナルコンピュ
ータに蓄積し、インターネットを介して送信する装置が
提案されている（特開２０００－０８３９０８）。
【発明が解決しようとする課題】健康管理に関する情報
のみでなく、身体の非常事態の検出等を含む広範な身体
情報を管理し得る身体情報管理システムを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】本発明に係る身体情報管
理システムは、身体に接触し、身体の情報を検出するセ
ンサと、前記センサで検出された情報を送信する送信部
と、前記送信部から送信された情報を受信する身体情報
管理部とを備える。これによって健康管理に関する情報
のみでなく、身体の非常事態の検出等を含む広範な身体
情報を管理し得る本発明において、送信部はセンサとと
もに身体に装着されるものであってもよい。本発明にお
いて、前記送信部から送信され前記情報を受信する屋外
基地局をさらに備え、屋外基地局は前記情報を受信する
ことによって送信部の位置に関する情報を取得し、前記
身体情報管理部は屋外基地局を経由して前記身体情報を
受信してもよい。本発明において、前記送信部から送信
され前記情報を受信する屋内基地局をさらに備え、屋内
基地局は前記情報を受信することによって送信部が屋内
に存在するか否かに関する情報を取得し、前記身体情報
管理部は屋内基地局を経由して前記身体情報を受信して
もよい。本発明において、身体情報には脈拍、血圧、体
温、その他、あるいは、センサが身体に装着されている
か否かを示す装着情報が含まれる。本発明において、身
体情報管理者、センサ、あるいは送信部は、センサが身
体に装着されているときに、他の身体情報の異常を検出
し、異常を検出したときに、センサあるいは送信部が非
常信号を発信してもよい。本発明において、センサを身
体に装着し、あるいは身体が接触する可能性の高い場所
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に配置してもよいる。本発明において、屋内基地局は送
信部の屋内の位置に関する情報を取得してもよい。
【発明の実施の形態】次に本発明に係る身体情報管理シ
ステムの実施形態を図面に基づいて説明する。
【第１実施形態】図１は本発明に係る身体情報管理シス
テムの第1実施形態を示すブロック図、図２は家屋およ
びその周辺の状況を示す平面図である。身体情報管理シ
ステムは、ユーザＵの身体Ｂに装着された身体装着装置
１００を有し、身体装着装置１００は身体Ｂの身体情報
を取得し、ユーザのＩＤ情報とともに送信する。身体デ
ータは家屋２００の内部に設けられた屋内基地局３０
０、あるいは屋外設置された屋外基地局４００、４５０
等に送信され、これら基地局３００、４００、４５０か
ら通信サービス会社１０００を経て身体情報管理部２０
００に送られる。身体情報管理部２０００は個々のユー
ザＵの身体情報を蓄積しており、ＩＤ情報に基づいてユ
ーザを特定するとともに、受信した身体情報を蓄積され
た身体情報と比較する。この結果身体の異常の徴候があ
ったときは医療機関３０００等に照会し、医療機関３０
００は必要に応じてユーザＵに連絡をとる。また身体情
報が緊急事態の可能性を示すものであったときは、身体
情報管理部１０００は警備会社４０００等に連絡し、警
備員４１００等をユーザ宅に派遣する。警備員４１００
は現場の状況に応じて救急車を呼ぶ等の適切な処置を行
う。屋内基地局３００は身体装着装置１００からの身体
情報の受信状況を通信サービス会社１０００に送信す
る。通信サービス会社１０００は受信状態に基づいて、
身体装着装置１００、すなわちユーザＵが屋内に存在す
るか否かを判断する。警備会社４０００等への連絡に際
しては、ユーザＵが屋内に所在するか否を通知する。屋
外基地局４００、４５０は屋内または屋外に存在する身
体装着装置１００の位置を特定するための情報を取得
し、通信サービス会社１０００に送信する。通信サービ
ス会社１０００はこの情報に基づいてユーザＵの位置を
算出する。これによって屋外におけるユーザＵの所在位
置を特定でき、警備会社４０００への連絡に際して、位
置情報も通知する。また屋内基地局３００および屋外基
地局４００、４５０からの情報は通信サービス会社１０
００において総合的に判断され、家屋２００の内外、お
よび位置をより正確に算出する。図２に示すように家屋
２００の角部にはさらに屋内基地局５００が設置され、
家屋２００の近傍にユーザＵがいるときに、屋外基地局
４００、４５０とともに、ユーザＵの位置を極めて正確
に検出可能である。なおユーザＵの位置情報の特定につ
いては、本実施例に記載の基地局間情報によるもののほ
か、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ  Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ  
Ｓｙｓｔｅｍ）などを用いてもよい。図３は身体装着装
置１００の身体Ｂへの装着状態を示す外観図であり、図
４は身体装着装置１００のブロック図である。身体装着
装置１００は身体の手首にカフ１１０によって装着さ
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れ、脈拍、血圧、体温を検出し得る。血圧測定時にはカ
フ１１０で手首を締め付けて阻血する。身体装着装置１
００には脈拍、血圧、体温を測定するセンサ１２０と、
身体装着装置１００全体の制御および種々の処理を行う
ＣＰＵ１３０と、身体情報を送信し、基地局３００、４
００、４５０、５００の信号を受信する送受信部１５０
と、ユーザＩＤその他のデータを記憶するメモリ１４０
とを備える。メモリ１４０には、ユーザ１４０の身体情
報の正常値に基づいて求められた上限、下限の閾値が設
定され、身体情報が閾値の範囲から外れたときに、ＣＰ
Ｕ１３０は異常を検出して非常信号を発信する。身体情
報管理部２０００は、非常信号は受信したときには、医
療機関３０００、警備会社４０００への連絡等必要な処
置をとる。図５、図６は身体装着装置１００における処
理を示すフローチャートであり、図５はメインルーチ
ン、図６は異常検出ルーチンを示す。メインルーチンで
はまず異常の有無を判断し（ステップＳ５０１）、異常
があったときには非常信号を発信し（ステップＳ５０
２）、その後身体情報を送信する（ステップＳ５０
３）。異常がなかったときには、非常信号を発すること
なく身体情報を送信する。このときユーザＩＤも同時に
送信される。異常検出ルーチンでは、まずセンサ１２０
が身体情報を検出しているか否かを判断し（ステップＳ
６０１）、身体情報が存在していないときは、ユーザＵ
が身体装着装置１００を装着していないと判断し、その
まま処理を終了する。身体情報が検出されているとき
は、ユーザＵが身体装着装置１００を装着していること
を示す装着信号を送信し（ステップＳ６０２）、まず身
体情報が所定の下限値の閾値θ１より小さいか否か判断
する（ステップＳ６０３）。閾値θ１より小さかったと
きは異常有りの判定を行い（ステップＳ６０５）、閾値
θ１より小さくなかったときは、身体情報が所定の上限
値の閾値θ２より大きいか否か判断する（ステップＳ６
０４）。閾値θ２より大きかったときは異常有りの判定
を行い（ステップＳ６０５）、閾値θ２より大きくなか
ったときは、そのまま処理を終了する。図７は第２実施
形態を示すブロック図である。図７において図１と同一
もしくは相当部分には同一符号を付して説明し、説明を
省略する。第２実施形態では通信サービス会社１００
０、身体情報管理部２０００、医療機関３０００、警備
会社４０００は相互にインターネットによって接続され
ている。このような構成によっても第１実施形態と同様
な効果を得ることができる。図８は第３実施形態におけ
る家屋２００の内部を示す平面図であり、図９は第３実
施形態の身体装着装置を示す外観図、図１０は屋内基地
局３００への信号送信を示すブロック図である。第３実
施形態ではセンサ（１２０）は身体が接触する可能性の
高い場所に配置されている。身体が接触する可能性の高
い場所しては、階段の手摺８０１０、洗面所の蛇口８０
２０、便器８０３０、台所のシンクの蛇口８０４０、冷
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蔵庫の取手８０５０、長椅子８０６０、電話８０７０、
テレビジョンのリモートコントロール装置８０８０、ペ
ットロボット８０９０、スタンドライト８１００、ベッ
ド８１１０、玄関引戸８１２０、ペットの首輪８１３
０、屋内のドアノブ８１４０、窓８１５０である。セン
サ（図示せず。）で検出した身体情報は屋内基地局３０
０に送信される。このときユーザＩＤの送信を省略して
その家屋２００内のいずれかのユーザの身体情報として
処理し、または、ユーザの操作によるユーザＩＤ送信、
あるいはユーザが保有する身体装着装置１００によって
ユーザＩＤを送信してもよい。ユーザＩＤのみを送信す
る身体装着装置１００は第１実施形態よりも小型化が可
能であり、例えば図９に示すような、指装着型の身体装
着装置１００とすることができる。身体情報が検出され
たセンサと、そのセンサの近傍で発信されたユーザＩＤ
を対応付けることにより、身体情報がいずれのユーザの
ものであるかを特定し得る。図１０に示すように、ユー
ザＵの身体装着装置１００から屋内基地局３００に対し
てユーザＩＤ（符号ＩＤで示す。）を送信し、センサ１
２０（階段の手摺８０１０）から身体情報（符号ＢＩで
示す。）を屋内基地局３００に送信する。ユーザＵの位
置は屋内基地局３００における受信状況によって判断
し、さらには屋外基地局５００による受信状態を参照す
ることにより、より精密に位置特定し得る。図１１は第
３実施形態の身体情報管理部２０００における処理を示
すフローチャートである。まず身体情報ＢＩが複数存在
するか否か、すなわち複数のセンサ（１２０）において
身体情報ＢＩが検出されているか否か判断する（ステッ
プＳ１１０１）。身体情報ＢＩが１つであったとき、ユ
ーザＩＤが１個であれば身体情報ＢＩをそのユーザの身
体情報とし、ユーザＩＤが複数であれば、その身体情報
ＢＩを全ユーザの身体情報とみなす（ステップＳ１１０
５）。身体情報ＢＩが複数であったときは、ユーザＩＤ
が複数か否か判断し（ステップＳ１１０２）、ユーザＩ
Ｄが１つであったときは、全ての身体情報をそのユーザ
の身体情報とみなす（ステップＳ１１０４）。ユーザＩ
Ｄが複数であったときは、各ユーザ位置を推定し、身体
情報ＢＩとユーザＩＤとを対応付ける（ステップＳ１１
０３）。図１２は、センサ１２０体内植え込み型心臓ペ
ースメーカ９００に内蔵した第４実施形態を示す。送受
信部１５０は体外に配置され、センサ１２０で検出した
心拍情報（身体情報ＢＩ）を受信し得る。送受信装置１
５０を体外に配置することにより、心臓ペースメーカ９
００を小型化し得る。なお以上の実施形態では人間の身
体情報の管理について説明したが、本発明を種々の生き
ているペットに適用し得ることはいうまでもない。

6
【発明の効果】本発明によれば、健康管理に関する情報
のみでなく、身体の非常事態の検出等を含む広範な身体
情報を管理し得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明に係る身体情報管理システムの第1実
施形態を示すブロック図である。
【図２】  第1実施形態の家屋およびその周辺の状況を
示すブロック図である。
【図３】  第1実施形態の身体装着装置を示す外観図で
ある。
【図４】  図３の身体装着装置を示すブロック図であ
る。
【図５】  図３の身体装着装置の処理におけるメインル
ーチンを示すフローチャートである。
【図６】  メインルーチンにおける異常検出ルーチンを
示すフローチャートである。
【図７】  第２実施形態を示すブロック図である。
【図８】  第３実施形態の屋内設置装置の配置を示す平
面図である。
【図９】  第３実施形態の身体装着装置を示す外観図で
ある。
【図１０】  第３実施形態の屋内基地局への信号送信状
況を示すブロック図である。
【図１１】  第３実施形態の処理を示すフローチャート
である。
【図１２】  第４実施形態のセンサおよび送受信部を示
す概念図である。
【符号の説明】
Ｂ  身体
ＢＩ  身体情報
ＩＤ  ユーザＩＤ
１００  身体装着装置
１１０  カフ
１２０  センサ
１３０  ＣＰＵ
１４０  メモリ
１５０  送受信部
２００  家屋
３００  屋内基地局
４００、４５０  屋外基地局
１０００  通信サービス会社
２０００  身体情報管理部
３０００  医療機関
４０００  警備会社
４１００  警備員
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